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　その日、私はミュンヘン大学のいささか無機質な教
室にいた。ここで毎週月曜に行われるドイツ・欧州著
作権法と題する講義で、マティアス・ライストナー教
授の爽やかな弁舌に耳を傾けていたのだ。
　「それでは10分間休憩」。この言葉で教室が騒がしく
なると、玄関を出たカフェでドッペルエスプレッソを
ご馳走し合うのが我々の常だったのだが、この日の私
は一時帰国した日本からお土産の扇子をしのばせて気
分は準備万端だった。なにしろ最近ヨーロッパの夏は
しばしば熱波におそわれ、ドイツでは今年ついに観測
史上最高の42.6度（2019年 7 月25日）を記録したのだ
が、クーラーなどというものは、住宅はおろか大学の
研究室にも、そして教室にもない。
カフェ奥のカウンターでの立ち話が予想どおり猛暑
に及んだのを見計らって、私は日本の百貨店で端正に
包装された箱を取り出すと、これをすっとテーブルに
据えた。「おぉ。」小さな声と共に包みが開かれ、姿を
現したのは黒光りする濃紺の紳士用扇子だ。「この暑
さなのでよいかと。」という私の言葉に対して、いや
ありがとう、とつぶやいた彼は、しかし即座にこう付
け加えた。「ありがとう。これは娘
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にあげるよ。」
　娘？　ちょっと予期せぬ返答だったが、彼は何かと
いうと愛娘エレーナの話をする人だしな、まあいいか、
と心の動揺をかき消すようにドッペルエスプレッソを
飲み切って教室に急いだのだが、その日の講義の後半
は何か考え事をしていたかも知れない。
　そう、欧米では、扇子というのはもっぱら女性の装
飾品なのだ。いわれてみれば、ヨーロッパで扇子を使
う男性はとんと見たことがないし、プッチーニのオペ
ラ『トスカ』でも扇子というのは男性が浮気を疑われ
る小道具として登場するではないか。
　そんな扇子といえば、奈良時代の檜扇が平城宮跡か
ら繰り返し出土しており、その起源は明らかでないよ
うだが、一説によると、日本で発明された扇子が16世
紀以降の南蛮貿易によってヨーロッパに伝わったとい
う1。だとするならば、扇子が日本からヨーロッパに
伝来する過程で新たな意味づけがなされた、といえる
のかも知れない。
　さて日本である。外国からのアレンジ導入を得意と
する日本人は、欧米の文化や制度を取り入れたようで
いて本来の意味が希薄化している例を多く持つ。たと
えばクリスマスなどというものは、日本ではすっかり
恋人と過ごすロマンティックなイベントになっている
が、それが家族と過ごす静謐な聖夜でしかない欧米か
ら見れば奇異に映ることだろう2。

　著作権制度も同じではないのか、というのが私の考
えだ。日本の著作権法は、明治時代に水野錬太郎が半
年以上ヨーロッパを歴訪して主にドイツとベルギーを
モデルに起草した旧法がちょうど120年前に制定され
た後、さまざまなアレンジが加えられた結果、表面的
にはヨーロッパ大陸法スタイルながら、実はかなり独
特のものになっている。従業員が作成した著作物につ
いて著作者の地位も著作者人格権も会社に奪われてし
まう職務著作制度や、自然人であるクリエイタや実演
家に適正な利益分配を確保する法定報酬請求権や契約
法がほぼ皆無であることなど、日本の著作権法はその
根源的なところで ヨーロッパでは憲法違反になり
かねないほどに クリエイタや実演家に対する視点
が著しく欠けているのではないか、私にはそう思える
のだ3。
　「うーんエレーナにはちょっと早かったみたいだわ」。
翌朝、泊まりがけのワークショップでフラウエンキー
ム島に向かう途中、彼から実に正直な報告を受けて、
さてあの扇子は今ごろどうしているのだろうかと考え
る。ヨーロッパの夏はもはや窓を開ければ快適という
かつての楽園ではないんだから、男性だって扇子を使
ってもいいんじゃないのか。そう口にしかかったのだ
が、それはともすると “誤解” を招きかねない行動の
ようで、うっかり無理に勧めたりしなくてよかった、
といまは思う。
　伝来の過程で意味が変容する。これは珍しいことで
はない。そして、それがたとえ特殊だとしても、いっ
たん社会に定着したものを変えるのは容易でなく、ま
たそれが常に悪いわけでもなかろう。しかし、こと日
本の著作権制度については、日本の中でいつの間にか
“常識” になってしまっているものに光を当て、本来
あるべき姿を探求してみたい。あの扇子のゆくえに想
いをめぐらせつつ、そんな夢を私は見たいのである。
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